契　　約　　仕　　様　　書　
１　名称
　　　　左京区人権区民啓発事業に係る委託
２　契約期間
　　　　契約の日から令和８年１１月３０日まで
３　委託内容
　　　　京都市内に居住する外国人と交流し、外国人の人権及び多文化共生について学びを得ることができるイベントの実施。実施場所は左京区内とする。
４　その他
（１）　本業務における成果物は、左京区役所（以下「本所」という。）に帰属するものとし、本所以外の事業に活用する場合は、本所と受注者が協議のうえ、そのつど決定するものとする。
（２）　受注者は、本所との合意のもと、本業務の一部を再委託することができる。
（３）　本業務の仕様書に疑義が生じた場合は、本所担当職員と協議し、その指示に従うこととする。本契約にかかる委託料は、委託業務終了後、受注者の請求に基づき、支払うものとする。
